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〔登録取消･一時停止 措置実施状況〕（2025年度） 

 

不適正な行為が発見された事業所に対しては、以下の事由において車上作動処理業務委託契約の登録取消・一

時停止を実施いたしました。 

 

＜凡例＞ 

番号 措置確定年月 （地区名）  措置区分 

措置に該当する事象 

＜該当するエアバッグ類車上作動処理業務規約の条文番号＞ 

 

14 2025年 12月 (関東地区)  一時停止 

・車上作動処理における遵守事項（管理台帳の作成・記入）について、2025年 1月以降未実施であった。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

13 2025年 12月 (関東地区)  一時停止 

・事業所敷地内に未処理エアバッグ類が正当な理由なく（自動車メーカーに引き渡す以外の目的で）保管されて

いた。 

・車上作動を実施した車台の車台詳細情報を確認していなかった。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

12 2025年 11月 (関東地区)  登録取消 

・現地監査にて厳重注意の措置となったが、改善定着の為の作業結果写真等の提出に対応することができず、

継続的に現場作業員に適正業務の徹底を行えないと申告があったため。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

11 2025年 11月 (近畿地区)  一時停止 

・使用済み自動車保管場所にてエアバッグ類車上作動処理作業前にもかかわらず、管理台帳に実績を記録

し、引渡報告を完了させている車台が 1台存在した。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

10 2025年 10月 (中国地区)  一時停止 

・事業所敷地内に未処理エアバッグ類が正当な理由なく（自動車メーカーに引き渡す以外の目的で）保管されて

いた。 

・車上作動を実施した車台の車台詳細情報を確認していなかった。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

9 2025年 10月 (九州地区)  一時停止 

・車上作動を実施した車台の車台詳細情報を確認していなかった。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

8 2025年 9月 (中部地区)  一時停止 

・車上作動を実施した車台の車台詳細情報を確認していなかった。 

・「エアバッグ類適正処理情報」等に記載している業務手順・作業方法が守られていない。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 
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7 2025年 9月 (近畿地区)  登録取消 

・事業所敷地内に未処理エアバッグ類が正当な理由なく（自動車メーカーに引き渡す以外の目的で）保管されて

いた。 

・車上作動処理における遵守事項（管理台帳の作成・記入）について、管理台帳を作成していなかった。 

＜規約第 7条１．(4)＞＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

6 2025年 8月 (近畿地区)  一時停止 

・車上作動を実施した車台の車台詳細情報を確認していなかった。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

5 2025年 7月 (四国地区)  登録取消 

・ エアバッグ類車上作動処理実績を確認するための提出書類に不備等が複数回あり、度重なる改善を依頼し

たが十分な改善が見られず、車上作動処理業務を適正に行う事が困難と判断したため。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

4 2025年 6月 (東北地区)  一時停止 

・事業所敷地内に未処理エアバッグ類が正当な理由なく（自動車メーカーに引き渡す以外の目的で）保管されて

いた。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

3 2025年 6月 (東北地区)  一時停止 

・事業所敷地内に未処理エアバッグ類が正当な理由なく（自動車メーカーに引き渡す以外の目的で）保管されて

いた。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

2 2025年 6月 (関東地区)  登録取消 

・ エアバッグ類車上作動処理実績を確認するための提出書類に不備等が複数回あり、度重なる改善を依頼し

たが十分な改善が見られず、車上作動処理業務を適正に行う事が困難と判断したため。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

1 2025年 6月 (東北地区)  一時停止 

・事業所敷地内に未処理エアバッグ類が正当な理由なく（自動車メーカーに引き渡す以外の目的で）保管されて

いた。 

＜規約第 7条１．(5)＞ 

 

以上 


